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ガスシステム改革に向けた国民からの御意見 

（平成２６年７月１１日～平成２６年７月２４日） 
※個人情報等を除き、御意見本体について原文を掲載しております。 
 
御意見①（平成 26 年 7 月 11 日） 
  現在、都市ガス事業者には公益事業者として、いわゆる公益特権や税の軽減などの様々な優遇措置

が与えられております。一方、既に自由競争下で事業を行っているＬＰガス販売事業者には、都市ガ

ス事業者に認められるような優遇措置はありません（※詳細は一覧表を参照）。同じガス体エネルギー

でありながら、このような事業環境の違いがガス料金の違いとして消費者の負担となっているという

実態がございます。 
また、今後、ガスの小売全面自由化に伴い、大手都市ガス会社や新規参入してくると考えられる電

力会社等の大手資本と直接競争することになります。しかしながら、中小零細企業が太宗を占めるＬ

Ｐガス販売事業者の経営環境は概して厳しく、過当競争にさらされれば更なる経営悪化は免れません。

我々ＬＰガス販売事業者はガス供給の最終保障サービスであり、経営悪化によるＬＰガス販売事業者

の廃業は地域社会における重要なインフラの喪失にも繋がりかねないと考えております。 
また、ガスシステム改革の目的の中で「システム改革により、ガスを供給する側より情報や交渉力

が不足する消費者の利益が損なわれないよう留意すべきではないか。」と記載があるように、特定の地

域に居住する人々のみ利益を享受できるような現行のガスシステムは見直しが必要であると考えます。 
従いまして、ガス体エネルギーの販売市場で消費者利益の保護及び公平・公正な競争を促進する観

点から、ＬＰガス販売事業者と都市ガス事業者のイコールフッティングを図るために、いわゆる公益

特権や税の軽減などの優遇措置の見直しを要望いたします。 

参考資料 
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御意見②（平成 26 年 7 月 11 日） 
ガスシステム改革小委員会について、少量使用者への価格規制、及び保安に対する安心の維持を求めて下記の

ように意見を申し上げます。 

 

１ 家庭までの都市ガスの自由化について、家庭消費者への影響に関する資料の公表と、消費者の懸念解消に

向けた小委員会での丁寧な議論をお願いします。 

 

既に自由化されているＬＰガスの価格や業者選択上の課題が、都市ガスでも発生しないか、あるいは、欧米の

ガス自由化での家庭消費者の評価や変更率の違いの理由など、消費者視点で都市ガス自由化に対する長所や短

所などの公表、及び小委員会での議論の状況を国民に広く情報提供をしてください。 

 

２ 定期点検や緊急などの名目で需要家敷地に立ち入るガス保安は、公益事業として地元の導管事業者が責任

を持って一括して実施する制度にしてください。 

 

ガス保安は、道路下からガス器具までガス管を通じて敷地内まで繋がり、ガス事故の影響は周囲にも及びます。

事故防止や安全確認調査は保安技能とその保障が必要と考えます。異臭の発生時など、地元消防と連携して敷

地内外や留守家庭や空き家を含む近隣一帯の立入検査をするには、保安に責任を持ち、公的にも認知されてい

る導管事業者による対応と保障が求められます。 

現在高齢化が進み、保安や安全に対する自己判断の困難な市民が増加する中で、ガスの保安維持と点検詐欺防

止の意味からも、地元で、従前どおり地元の導管事業者が実施することで、誰もが安心できる制度望みます。 

 

公益性を持つ「新ガス導管事業者」と、自由化により「ガスを販売する事業者」に対し、担うべき保安内容と

責任を明確に法的整理する必要があります。 

新規参入を含む、ガス事業にかかわる全ての事業者は、義務的・非義務的を問わず協働して、ガス事故のゼロ

目標達成に向けた、家庭消費者保安体制を構築すべきだと思います。 

 

３ 料金の値上げや継続的な供給拒否への消費者保護規制は維持してください。 

 

規制には、撤廃すべきものと堅持すべきものがあります。 

消費者の選択肢拡大のための規制撤廃には賛成します。しかし、新規参入者との競争が不明な地域と時点にお

いて、選択肢が拡大しない状態での少量家庭消費者への料金値上げや、継続的な供給拒否がなされた場合の消

費者保護規制は必要不可欠です。大勢の少量家庭消費者に、過大な消費者責任を転嫁する制度は、生活必需品

たるエネルギーには不適切です。 

 

『都市ガスは、熱エネルギー源としてＬＰガスや電力、石油等の代替手段が比較的容易に確保されるとして供

給義務も撤廃する』との事ですが、その根拠は議論されたのでしょうか。代替えには機器の買替等多額の経費

が掛かります。継続的供給と地域全体に平等な料金で供給される消費者の権利擁護を望んでいます。 
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４ ガス全体に生活弱者対策と料金表の公表を徹底させてください。 

 

急増する生活保護世帯は 160 万世帯で今後も増加傾向にあり、年金高齢者の割合も半数近くになります。しか

しそれら世帯の台所と風呂のガス消費量は、富裕な世帯と変わりません。健康で衛生的な市民生活に必要不可

欠なガス利用は、生存に必要なエネルギーです。 

自由化議論に際しては、生活保護家庭や生活困窮者への安価な供給継続のために、福祉政策で救済されるよう

に並行して厚生労働省所管局との調整と公表、これら市民の意見反映もお願い致します。 

またＬＰ会社にも、標準料金表の公表や書面交付義務付け、応じない場合には公表するなど、ガス会社選択の

ための情報提供を徹底してください。 以上 

 
御意見③（平成 26 年 7 月 14 日） 
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御意見④（平成 26 年 7 月 24 日） 
 ６月２日付けでガスシステム改革小委員会に提出した意見（以下「前回意見」）は、７月

１７日の同委員会（第 11 回）で参考資料（☆）の「御意見①」として掲載していただいた。 

 ☆：http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/pdf/011_s01_00.pdf 

 

 それに続いて今回は、ガス料金規制の在り方について以下の通り意見を提出する。 

 

＞＞＞ 

 

 ４月３日のガスシステム改革小委員会（第 7回）で提示された『小売事業に係る制度につ

いて（資料３）』の３.【論点１－３】小売料金規制の必要性（３）論点では、「都市ガスと

他エネルギーとの競争環境等を踏まえ、都市ガスでは小口利用者について規制料金での供給

義務を課す経過措置は必要ないと考えてよいか」旨の記述がある。 

 

それに対して、「ガスシステム改革に向けた国民からの意見」では、ガス料金値上げの歯

止めに関する危惧が多数表明されている。私も、６月２日付けで同小委員会に提出した意見

で次のように指摘した。 

 

―― 『一般ガス事業者の料金規制撤廃の前提を、家庭用消費者市場での競合状態とするの

であれば、上記以外の個々の一般ガス事業者において、特に家庭用消費者件数の増減推移を

公表しながら、独占力の強弱を判断すべきである。それを示さずして一律にガス料金規制を撤

廃しようというのは、独占力あるガス事業者の営業地域に居住する家庭用消費者にとっては、

非常に危険極まりない』 ―― 

 

 ガス事業者別の家庭用取付メーター個数データが記載されている「ガス事業年報」を引用

すると、家庭用取付メーター個数でのガス事業者規模別に 2008 年から 2013 年までの 5年間

の家庭用取付メーター個数の増減は「表Ⅰ」のような一覧表にまとめることができる。 

 

このガス事業年報によると、三大都市圏では、都道府県別の総メーター個数は増加してい

る。個別のガス事業者ごとに見ると、全ガス事業者 209 社のうち 137 社（約 65％）の家庭

用取付メーター個数は減少し、過疎化による世帯減だけでなく、ＬＰガスやオール電化との

競合による需要脱落が想定されるところだ。 

 

残り 72 社（約 35％）、特に 2％以上の増加率を示す 50 社では、市街地化の拡大に伴うガ

ス導管延伸や、戸建からマンションへの建替などによって、他燃料との競合に勝つことで、

家庭用需要家数が順調に増加している。その地域では、現実的に他燃料転換が不可能な中心

市街地に多いマンションや賃貸物件に居住する家庭需要家にとって、当該ガス事業者の独占

力が料金値上げの脅威に繋がる可能性があることから、その歯止めは必要不可欠だ。 

http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/kihonseisaku/gas_system/pdf/011_s01_00.pdf
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 家庭用取付メーター個数が増加するガス事業者としては、三大都市圏のガス事業者や幹線

ガス導管沿線の再開発地域に伴う導管卸受ガス事業者が相当数を占めており、ガス導管ネッ

トワークによる地域独占力も明らかである。 

 

 このデータでは、全ての家庭用取付メーター個数が▲0.6％となる四国ガスにおいても、

供給する地域により家庭用需要家の増減率の相違を如実に示すデータがある。それを「表Ⅱ」

として示してみた。 

 

他のガス事業者においても、全社の数値は減少しているが、地域別に見ると増減率に相違

のあるケースがあり、四国ガスはその一例と言える。これは、同一のガス事業者であっても、

中心市街地と郊外、都市化・過疎化、ガス導管の稠密性などの要因により、当該ガス事業者

の家庭用居住者に対するエネルギー競合力に大きな相違があることを示している。 

 

「表Ⅰ」及び「表Ⅱ」のデータは、４月２８日付けで提出した意見において、「他エネル

ギーとの競争状態は地域によって大きな相違があると想定されるので、一律に競争が活発化

していると決めつけて料金規制を撤廃することは、前提条件を見誤ることになる」と指摘し

たことの証左である。 

 

したがって、小売料金規制については、「都市ガスには小口利用者について、電気事業法

と同様に規制料金での供給義務を課す経過措置は必要がある」とすべきだ。 

 

即ち、国民が危惧するガス料金値上げの歯止め策として、地域別の他燃料との競合力の度

合いや、既存ガス導管を利用した小売の競争状態による既存ガス事業者の独占性を見極める

までは、現行の料金認可制度を維持すべきである。換言すれば、現行の認可料金を上限価格

とするような料金規制を引き続き措置しておくべきである。 
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